
総社市社会福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年３月１９日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第９号 

 

総社市社会福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 

 総社市社会福祉事務所長事務委任規則（平成１７年総社市規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動条号」という。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引

かれた条及び号（以下「移動後条号」という。）が存在する場合には，当該移動条号を当該移動後条号とし，移動条号に対応する移動後条号が存在しない場

合には，当該移動条号（以下「削除号」という。）を削り，移動後条号に対応する移動条号が存在しない場合には，当該移動後条号（以下「追加条号」とい

う。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

（条の表示及び追加条号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部

分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（生活保護法による委任） 

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下この条において「法」

という。）第１９条第４項及び第５５条の４第２項（第５５条の５第２項

において準用する場合を含む。）の規定により，次に掲げる事務を社会福

祉事務所長に委任する。 

(１)～(６) 略 

(７) 法第３０条から第３７条の２までに規定する生活扶助，教育扶助，住

宅扶助，医療扶助，介護扶助，出産扶助，生業扶助及び葬祭扶助の方法

に関すること。 

(８)～(11) 略 

(12) 法第６３条に規定する被保護者が返還すべき額を定めること。 

(13) 略 

(14) 法第７７条第２項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。 

 

（生活保護法による委任） 

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下この条において「法」

という。）第１９条第４項の規定により，次に掲げる事務を社会福祉事務

所長に委任する。 

 

(１)～(６) 略 

(７) 法第３０条から第３７条までに規定する生活扶助，教育扶助，住宅扶

助，医療扶助，介護扶助，出産扶助，生業扶助及び葬祭扶助の方法に関

すること。 

(８)～(11) 略 

(12) 法第６３条に規定する被保護者が返還すべき費用に関すること。 

(13) 略 

(14) 法第７７条第１項に規定する扶養義務者に対する費用の徴収及び同



改 正 後 改 正 前 

 

 

(15) 法第７８条の２に規定する被保護者からの申出に係る徴収金の徴収

に関すること。 

(16)～(18) 略 

２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の

規定に基づく支援給付の実施に関する事務については，同法第１４条第４

項（第１５条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき，前

項（第９号及び第１０号を除く。）の規定を準用するものとする。 

 

第８条 略 

第９条 地方自治法第１５３条第２項の規定により，生活保護法（以下この

条において「法」という。）に係る次に掲げる事務を社会福祉事務所長に

委任する。 

 (１) 法第６３条に規定する費用の返還に関すること。 

(２) 法第７７条第１項に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関す

ること。 

(３) 法第７８条に規定する不正受給による費用の徴収に関すること。 

第１０条 略 

第１１条 略 

第１２条 略 

第１３条 略 

第１４条 略 

第１５条 略 

第１６条 略 

第１７条 略 

（委任事務の処理） 

第１８条 略 

（専決） 

第１９条 略 

  

条第２項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。 

(15) 法第７８条に規定する不正受給による費用の徴収に関すること。 

 

 

(16)～(18) 略 

２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の

規定に基づく支援給付の実施に関する事務については，同法第１４条第４

項の規定に基づき，前項（第９号及び第１０号を除く。）の規定を準用す

るものとする。 

 

第８条 略 

 

 

 

 

 

 

 

第９条 略 

第１０条 略 

第１０条の２ 略 

第１０条の３ 略 

第１１条 略 

第１２条 略 

第１３条 略 

第１４条 略 

（委任事務の処理） 

第１５条 略 

（専決） 

第１６条 略 

 

 



   附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 


